
令和４年度の茨城地方協議会における取組

茨城労働局労働基準部監督課

〇茨城労働局の取組



自動車運転者の時間外労働の上限規制と改善基準告示の見直し

▸ 自動車運転者の上限規制は、令和６年３月まで適用猶予。

▸ 令和６年４月以降も、時間外労働の上限は年９６０時間のみ。

自動車運転者の時間外労働の上限規制について（働き方改革関連法）

▸ 自動車運転者については、働き方改革関連法により、令和６年４月１日から罰則付きの時間外労働の上限規制（年960時間）が適用

されること等から、公労使三者構成の労働政策審議会の下に専門委員会を設置し、改善基準告示見直しの議論を進めてきた。

▸ 令和４年９月27日の専門委員会において取りまとめを行い、同年12月23日に改善基準告示を改正（令和６年４月１日～適用）。

令和元年11月 ： 労働政策審議会労働条件分科会の下に、「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置

令和３年４月 ： 同専門委員会の下に、 「業態別（トラック、バス、ハイヤー・タクシー）作業部会」を設置

令和４年９月27日 ： 同専門委員会 取りまとめ （トラック、バス、ハイヤー・タクシー）

令和４年12月23日 ： 改善基準告示 改正

令和６年４月１日 ： 年９６０時間の上限規制、改善基準告示 適用

・ 作業部会を複数回開催
・ 令和４年３月：バス、ハイヤー・タクシー中間とりまとめ

荷主への「要請」、関係者への「周知」を実施

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年７２０時間

・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限
（原則）を超えられ
るのは年６か月まで

・年９６０時間
のみ

一般労働者 自動車運転者

法律による上限
（例外）

法定労働時間
１日８時間
週４０時間

改善基準告示の見直しの経緯

実態調査、疲労度調査、海外調査を実施

→ 同年10月11日 労働条件分科会に報告
同年11月29日 改正告示案要綱の諮問・答申
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現行 改正適用（令和６年４月１日～）

１
年
、
１
か
月
の
拘
束
時
間

１年 ー
１か月 293時間以内
【例外】
労使協定により、次のとおり延長可

１年 3,516時間以内の範囲で
１か月 320時間以内

（年６か月まで）

１年 3,300時間以内
１か月 284時間以内
【例外】
労使協定により、次のとおり延長可（①②を満たす必要あり）

１年 3,400時間以内
１か月 310時間以内（年６か月まで）
① 284時間超は連続３か月まで
② １か月の時間外・休日労働時間数が
100時間未満となるよう努める

１
日
の
拘
束
時
間

原則 13時間以内
（上限 16時間、
15時間超は週２回まで）

原則 13時間以内
（上限15時間、14時間超は週２回までが目安）
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※)、継続16時間まで延長可（週２回まで）

※ １週間における運行がすべて長距離貨物運送（一の運行の走行距離が450km以上
の貨物運送）で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものであ
る場合

１
日
の

休
息
期
間

継続８時間以上 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、９時間を下回らない
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※)、継続８時間以上（週に２回まで）
休息期間のいずれかが９時間を下回る場合は、
運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

運
転

時
間

２日平均１日当たり ２週平均１週当たり
９時間以内 44時間以内

現行どおり

連
続
運
転
時
間

４時間以内
（運転の中断は、
１回連続10分以上、合計30分以上）

４時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える
（１回概ね連続10分以上、合計30分以上）
【例外】
SA・PA等に駐停車できず、やむを得ず４時間
を超える場合、４時間30分まで延長可

トラック運転者の「改善基準告示」改正の概要①
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現行 改正適用（令和６年４月１日～）

予
期
し
得
な
い
事
象

予期し得ない事象への対応時間を、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）及び連続運転時間か
ら除くことができる（※１，２）
勤務終了後、通常どおりの休息期間（継続11時間以上を基本、９時間を下回らない）を与える
※１ 予期し得ない事象とは、次の事象をいう。
・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと

※２ 運転日報上の記録に加え、客観的な記録（公的機関のHP情報等）が必要。

分
割
休
息
特
例

継続８時間以上の休息期間を与えることが
困難な場合
・分割休息は１回４時間以上
・休息期間の合計は、10時間以上
・一定期間（２か月程度）における勤務回数

の２分の１が限度

継続９時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
・分割休息は１回３時間以上
・休息期間の合計は、
２分割：10時間以上、３分割：12時間以上

・３分割が連続しないよう努める。
・一定期間（１か月程度）における勤務回数の２分の１が限度

２
人
乗
務
特
例

車両内に身体を伸ばして休息できる設備が
ある場合、
拘束時間を20時間まで延長し、
休息期間を４時間まで短縮可

現行の内容に次の例外を追加
【例外】
設備（車両内ベッド）が※の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可
・拘束時間を24時間まで延長可（ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与える
ことが必要）

・さらに、８時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可

※ 車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、
クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

隔
日
勤
務

特
例

２暦日の拘束時間は21時間 休息期間は継続20時間以上
【例外】
仮眠施設で夜間４時間以上の仮眠を与える場合、拘束24時間まで延長可（２週間に３回まで）

現行どおり

フ
ェ
リ
ー

特
例

フェリー乗船時間は、原則として休息期間
（減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の２分の１を下回ってはならない。）

フェリー乗船時間が８時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。

現行どおり

トラック運転者の「改善基準告示」改正の概要②
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令和４年度の取組（茨城労働局）

令和６年４月から、時間外労働の上限規制と改正された「改善基準告示」が適用されることを踏

まえ、労働局・労働基準監督署において道路貨物運送事業者を対象に時間外労働の上限規制及び改

善基準告示の内容を主とする説明会を実施。

令和４年度実績：茨城県トラック協会主催の説明会や労働基準監督署の労働時間等説明会 等

計16回 593事業場

説明会の実施

○

中小企業事業主向けに労働時間制度の見直しや時間外労働削減に向けた取組について、訪問支
援・個別相談を実施。

令和４年度実績：390事業場（うち道路貨物運送業31事業場）（令和５年２月末速報値）

労働基準監督署の労働時間相談・支援班の取組

○

運輸交通業を中心に事業主や労務管理担当者に労働基準関係法令の理解を深めていただくことや
ドライバーの労働条件等の改善のための取組を自主的に行っていただくことを目的として、労働時

間管理適正化指導員による個別訪問を実施。

令和４年度実績：65事業場（うち道路貨物運送業45事業場）（令和５年２月末速報値）

労働時間適正化指導員による個別訪問

○
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令和４年度の取組／来年度の取組（茨城労働局）

関係団体や関係行政機関と連携し、道路貨物運送事業者等に時間外労働の上限規制、改善基準告
示の改正等について、説明会を開催。

労働基準監督署（荷主特別対策チーム）による発着荷主等に対する協力要請等の実施。

労働時間管理適正化指導員による荷待ち時間の改善に向けた発着荷主等への支援、道路貨物運送

事業者への個別訪問による労務管理のアドバイスを実施。

労働基準監督署の労働時間相談･支援班による訪問支援・個別相談の実施。

来年度の茨城労働局の取組

○

○

○

○

道路貨物運送業の長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すこと

が困難なものもあり、見直しには発着荷主等（発荷主、着荷主、道路貨物運送業の元請事業者）の

理解と協力が必要不可欠であるため、茨城労働局では労働基準監督署のメンバーを含む「荷主特別

対策チーム」を編成。

①各労働基準監督署から発着荷主等に荷待ち時間の改善などの協力要請、②茨城労働局のメン

バーが、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組めるよう、荷待ち時間

等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを実施。

発着荷主等への協力要請

○

○
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「荷主特別対策チーム」の編成について
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労働基準監督署による荷主要請 ①
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労働基準監督署による荷主要請 ②
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（参考）自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

• トラック運転者のポータルサイトを、バス・タクシーについても掲載した自動車運転者のポータルサイトに刷新

• 時間外労働の上限規制・改正後の改善基準告示の適用に向けて、事業者や関係者、国民に向けた様々な情報を発信。

＜トラック運転者の長時間労働
改善に向けたポータルサイト＞

（イメージ）

改善基準告示改正に
合わせてリニューアル

＜自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト＞

・時間外労働の改善事例
・ITの活用
・人材の確保
などの事例等を紹介 9



（参考）トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
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（参考）トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター

 トラック運転者の労働時間削減に向けた労務管理・取引環境改善のため、

荷主や運送事業者からの相談に特化した相談窓口を設置。（令和４年８月～）

 運送業での知見や経験のある社労士等が相談やコンサルティングを行う。

トラック運送事業者

・ 来年４月からの中小企業の月60時
間超の割増賃金率施行への対応ができ
ていない。

・ 改正後の改善基準告示にも適応で
きるように、労務管理を見直したい。

・ 荷待ち時間の改善のため、荷役方
法の分析がしたい。また、分析を踏ま
えて荷主と交渉したいが不安がある。

助言・訪問コンサルティング等

労務管理上ネックとなる運転者の
労務管理の課題について相談

助言・交渉等への同席等

トラック運転者の長時間労働の
原因となる課題について相談

（発着・元請け）荷主

トラック運転者の自社における作業
効率化が求められているが、何をした
らいいか分からない。

相談・交渉

トラック相談センター

助言・訪問コンサルティング等

荷主の協力が必要な作業環境改善について相談

【相談窓口】
運送業での知見や経験のある社労士が、電話や

メールで事業者及び荷主からの相談を受け付ける。

【コンサルティング（労務管理改善）】
トラック運転者の労務管理について直接的な支

援を求める事業者に対して、労務管理コンサルタ
ントが改善提案を行う。

【コンサルティング（取引環境改善）】
（運送事業者）

荷主の協力等を求める事業者に対して、物流コ
ンサルタントが改善提案や、必要に応じて荷主企
業への訪問等を行う。

（荷主）
運送事業者のトラック運転者が長時間労働に

なっている原因となる課題の改善に取り組むにあ
たり直接的な支援を求める荷主に対して、物流
コンサルタントが改善提案を行う。

令和５年２月末現在

相談件数 ２４６件※

※相談件数のうち、１９件訪問コンサルティング等実施。

※相談センターQRコード 11


